
派遣法「改正」案

国会へ上程

まやかしの改正法案は許さない！

抜本改正でワーキング・プアをなくそう！
　11月4日、派遣法改正案が閣議決定され、臨時国会に上程されました。低賃金で劣悪な
労働条件・労働環境で働かされている派遣労働が社会問題となり、与党も規制の方向を打ち
出さざるを得なくなっています。しかし、改正案では、日雇い派遣は30日以内の短期派遣を
禁止するだけで、不安定雇用を生み出している「登録型派遣」は野放しのまま。派遣先労働
者との「均等待遇」や派遣元のマージンの上限規制も盛り込まれていません。そればかりか、
労働者への直接雇用の申し込み義務を一部撤廃するなど、まやかしの改正法案となっています。

労働者派遣法を労働者を守る法律に

　「ハケン切り」などという言葉が、新聞・雑誌の見出
しに踊っています。景気が悪くなると真っ先にクビを切
られるのは、派遣労働者などの非正規労働者です。今
回の米国発の金融不安に端を発した景気後退でも同様
の事態が広がっています。企業は儲けをあげるために、
「低賃金でこき使い、必要がなくなれば簡単・無責任に
クビを切る、必要になればまた部品のように調達する」
ということを平気で行っています。こんなモノ扱いの
働かせ方を許していいのでしょうか。今こそ、派遣法
の抜本改正など働くルールを確立させましょう。

非正規の正規化と働くルール厳守に
よる雇用創出で経済は活性化

①非正規の正規化

②サービス残業根絶

③年休取得など働くルール厳守

雇用創出

合計24.3 兆円

※必要な原資は 21.3 兆円、企業の内部留保金の 5.28％
　を取り崩せば可能。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （労働運動総合研究所試算）

国内生産増
360 万人 9.2 兆円

6.6 兆円118.8 万人

154 万人 8.5 兆円

派遣労働者の雇用と生活の安定を
・非正規労働者は全労働者の３分の1
・青年・女性の半数が非正規労働者
・年収 200万円未満の労働者は1000万人を突破
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国内生産総額24.3 兆円増（ＧＤＰ2.52％アップ）、
税収は2.27兆円増


